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は じ め に 

 

 

 

わが国の経済環境は、金融危機に端を発した世界同時不況の影響を色濃

く残す中、景気刺激策により回復の兆しが見えましたが、その動きは極め

て限定されたものであり、日本経済を支える多くの中小企業においては依

然として厳しい経営状況が続いております。 

また、労働・雇用環境面におきましても、完全失業率が過去最悪を記録

し、派遣労働者の雇い止め・解雇等の深刻な問題が生じており、パート従

業員等を圧縮する動きが見られるなど一段と厳しさが顕在化しておりま

す。 

こうした状況を踏まえ、本会では県下 800事業所を規模別・業種別に抽

出し「中小企業労働事情実態調査」を実施いたしました。本調査は昭和 39

年以降、各都道府県中小企業団体中央会が統一方式により毎年調査を行っ

ており、今回は従業員の教育訓練、雇用調整（労働力の調整）、パートタ

イマーの活用等についても調査を行っております。 

もとより、調査対象も限られており、この報告書で県内中小企業の労働

事情のすべてが把握できるわけではありませんが、ひとつの方向を示唆で

きればと、取りまとめを致しました。 

本調査が県内中小企業の労働事情の把握と今後の労働環境改善策への

参考としてご活用いただければ幸いに存じます。 

 

最後に、本調査の実施にあたり、ご多忙中にもかかわらずご協力いただ

きました関係組合並びに各調査対象事業所の方々に厚く御礼申し上げま

すとともに、今後ますますのご発展を祈念申し上げます。 

 

 

平成２２年３月 

 

 

滋賀県中小企業団体中央会 
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調 査 概 要 

 

１．目  的 本調査は滋賀県内の中小企業における労働事情を的確に把握し、適正な中小企業労

働対策の樹立並びに時宜を得た中央会労働支援方針の策定に資することを目的とす

る。 

 

２．調査機関 滋賀県中小企業団体中央会 

 

３．調査時点 平成２１年７月１日 

 

４．調査方法 滋賀県中央会会員組合の組合員である中小企業から、下記割合に準拠して任意抽出

した８００事業所へ組合経由で調査票を配布、回収した。これを全国中小企業団体

中央会において一括集計し、滋賀県中央会で取りまとめた。 

 

製造業 ：４４０事業所（５５％） 

                                      

    

 

調査対象産業：食料品製造業、繊維・同製品製造業、木材・木製品製造業 

      印刷・同関連業、窯業・土石製品製造業、化学工業 

      金属・同製品製造業、機械器具製造業、その他の製造業 

 

非製造業：３６０事業所（４５％） 

 

 

 

調査対象産業：情報通信業（情報サービス業、通信業など） 

運輸業、建設業(総合工事業、職別工事業、設備工事業) 

卸売業、小売業（飲食店を除く）、サービス業（娯楽、医療を除く） 

         

５．調査内容 調査票は、全国中小企業団体中央会が作成した統一様式を用いた。 

様式については巻末の付属資料参照。調査内容の大要は以下の通り。 

（１）経営に関する事項 

        （２）賃金に関する事項 

        （３）雇用に関する事項 

        （４）労働時間に関する事項 

        （５）その他労働に関する時々の重要事項 

従業員数 １～９人 １０～２９人 ３０～９９人 １００～２９９人 

内割合 ２０％ ３５％ ３５％ １０％ 

従業員数 １～９人 １０～２９人 ３０人～ 

内割合 ３０％ ４０％ ３０％ 
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今年度調査におけるポイント 

 

【調査概要】 

対  象：県内の中小企業 800事業所（製造業：440事業所、非製造業：360事業所） 

調査時点：平成 21年 7月 1日 

回収状況：342事業所（製造業 170事業所、非製造業 172事業所） 

回 収 率：42.7％ 

 

【年齢別常用労働者】 

総常用労働者のうち、全体の 13.1％が 60 歳以上。60 歳以上の割合は直近 5 年で 10.5％→10.9％

→13.1％→13.3％→14.8％と年々高年齢層の労働者割合が増加している。 

 

【昨年と比較した経営状況】 

「好転」2.9％ (昨年 6.4％)、「悪化」75.1％(昨年 55.6％)。 

「好転」の全国平均は 3.9％であった。全体でみると「好転」の回答は昨年に続き減少し、本年度

は昨年より 3.5％減少し、「悪化」と回答した割合は半数を超え経営状況は悪化傾向にある。 

 

【主要事業の今後の方針】 

「強化拡大」18.1％(昨年 21.2％)、「縮小」9.9％(昨年 8.7％)。 

｢強化拡大｣の選択割合が昨年に続き減少し、「縮小」の選択割合は昨年よりも 1.2％増加した。「現

状維持」の選択割合が最も多く 70.2％となり、過去３年間では最も割合が高くなる結果となった。 

 

【経営のあい路】 

全体では「販売不振・受注の減少」が最も多く選択され 65.7％となり、「同業他社との競争激化」

34.0％と続いた。昨年最も選択された「原材料・仕入品の高騰」は 25.2％となった。（昨年 59.3％） 

 

【自社の経営上の強み】 

全体では「顧客への納品･サービスの速さ」30.3％(昨年 29.2％)が最も多く選択され、昨年の回答

割合より 1.1％上回る結果となった。経営状況が昨年に比べて「良い」とした事業所の中で、最も多

く選択されたのは「製品・サービスの独自性」（40.0%）であった。 

 

【事業所の労働時間】 

週所定労働時間は 40時間以内が全体の 86.4％となり昨年より 3.5％増加した。また、従業員が 10

人未満の事業所については週所定労働時間を 40時間超とする事業所が昨年は 30.7％であったが、本

年は 25.0％となり 5.7％増加した。 
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【従業員の教育訓練】 

 教育訓練方法では「必要に応じたＯＪＴ」43.1％、次いで「事業所内での研修会・勉強会の開催」

が 40.5％となり両項目とも高い割合となった。また、目的については「基礎的な知識・技能・技術

の取得・向上」が 84.6％となった。 

 

【雇用調整（労働力の調整）】 

 「人員削減を伴う雇用調整を行った」事業所は 18.3％、「行っていない」事業所は 81.7％となっ

た。人員削減の方法としては「契約・臨時社員、パートタイマーの雇い止め」39.6％、「退職者の不

補充」34.0％、「正社員の解雇」30.2％となり 3項目ともほぼ同じ割合となっている。 

 

【パートタイマーの活用】 

パートタイマーの１日の最多所定労働時間は「5時間以上 6時間未満」25.6％であった。また１週

間の平均勤務日数は「5日以上」48.2％となり、平均勤続年数は「3年以上」64.3％となった。 

 

 

【新卒者の平均初任給額・採用計画】 

平成 21年 6月時点において通勤手当を除く

新規学卒者の所定内給与額は右の通り。 

 

 

 

 

 

 

 

平成 22年 3月新規学卒者の採用計画がある事業所は全体の 10.6％、採用予定者は 48人であった。 

 

【賃金改定実施状況】 

平成 21年 1月 1日から 7月 1日の間に賃金を引き上げた事業所は全体の 22.7％(全国平均 22.6％)、

据え置きは 24.4％(全国平均 34.4％)となった。また、有効回答事業所全体の単純平均による改定後

の平均賃金は 265,414 円、平均改定額は-1,282円となった。 

 

単純平均額の比較 高校卒 大学卒 

技術系職 156,730円 188,379 円 

技術系職(昨年度調査時) 162,345円 192,167 円 

事務系職 144,204円 182,094 円 

事務系職(昨年度調査時) 156,876円 181,433 円 
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回答事業所の概要 
 

回答事業所数 

 

調査票を配布した 800事業所のうち有効回答数は 342事業所(製造業：170事業所、非製造業：172

事業所)で、回収率は 42.7％であった。 

回答事業所のうち、従業員規模別の内訳は「1～9人」が 130事業所(38.0％)、「10～29人」は 118

事業所(34.5％)、「30～99人」は 73事業所(21.3％)、「100～299人」は 21事業所(6.1％)であった。

342事業所の従業員数の総計は 10,313人であり、１事業所あたりの平均常用労働者数は 30.15人（全

国平均 32.03人）であった。 

従業員のうち正社員の雇用割合は県内平均で 72.4％(全国平均 79.5％)、昨年の調査より 0.2％減

少しているが、ほぼ横這いで推移している。正社員の雇用割合が多い業種としては、建設業（93.6％）、

機械器具製造業（90.5％）、その他の製造業（86.6％）であった。一方、パートタイマー・アルバイ

トの雇用割合が多い業種としては、製造業は食料品製造業、非製造業ではサービス業全般において

多く雇用されている。 

常用労働者の女性の比率は県内平均で 34.7％であり、全国平均（29.0％）に比べ 5.7％上回る結

果となった。 
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年齢別常用労働者数 

 

回答事業所の総常用労働者数10,313人のうち、60歳以上は1,483人で14.8％(全国平均は12.4％)。

このうち 65 歳以上の割合は 5.6％(562 人)であった。60 歳以上の割合は昨年より 1.7％増加してお

り、直近5年で10.9％→13.1％→13.3％→13.1％→14.8％となり着実に高齢化が進行してきている。 

また、規模の小さい事業所に、より高年齢層の労働者が多く、従業員数が 1～4人の事業所では 60

歳以上の割合は 18.9％となり、業種別では製造業よりも非製造業に高年齢層の労働者が多くみられ

た。 
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調査結果の概要 
 

経営状況 

 

一年前と比較した経営状況については、「良い」の回答は 2.9％となり昨年より 3.5％減少した。

また、「変わらない」と回答した割合も 16.1％減少する結果となった。今回の調査でもっとも多く選

択されたのは「悪い」となり、割合は 75.1％であった。「悪い」と回答した割合は昨年度比 19.5 増

と大幅に増加した。（全国平均は 73.3％） 

規模別に見ると、昨年では従業員規模が小さくなるほど「悪い」と回答する割合が多くなってい

たが、今回の調査では 10～29人の事業所が 78.8％となり最も高くなったが、100人未満の事業所は

70％を超える高い割合となっている。大規模事業所との景況感の格差が数字として現れる結果とな

ったが、どの項目においても「悪い」と回答した割合が増加した。全体的に経営状況は悪化傾向に

ある。 
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主要事業の今後の方針 

 

主要事業の方針は回答事業所全体では「現状維持」との回答が最も多く 70.2％と過去３年間では

最も高い割合となった。「強化拡大」は 18.1％となり昨年に比べ 3.3％減少した。（全国平均は 19.3％

となり 3.9％減） 

従業員規模が大きくなるほど「強化拡大」と回答した事業所の割合が多くなり、最も多く選択さ

れたのは 100～300人の事業所で 42.9％となった。 
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経営上の障害 

 

経営上の障害については、昨年同様回答が多数であると予想される項目を設定し、3項目以内を複

数回答という方式で調査。全体では「販売不振・受注の減少」（65.7％）が最も多く選択され、業種

別にみると製造業では 14.2％、非製造業では 13.3％も増加しており、製造業・非製造業ともに回答

割合は半数を超えており深刻な問題となっている。次いで「同業他社との競争激化」（34.0％）、昨

年最も選択された「原材料・仕入品の高騰」（25.2％）が選択された。  

 

2.6

16.7

3.5

13.8

1.8

65.7

12.9

2.6

34.0

25.2

4.4

23.8

19.1

14.4

4.4
2.62.4

14.7

3.5

12.9

3.5

65.3

15.9

0.6

20.0

35.3

5.9

27.1

22.4

11.8

4.7 2.42.9

18.7

3.5
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15.2
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15.8 17.0
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2.0
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海
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不
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・
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等
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格
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落
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し
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金
融
・資
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り
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環
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の
強
化

(%) 経営上の障害（複数回答）

滋賀県 製造業 非製造業 昨年度滋賀県
 

また、各項目について業種別の回答割合が大きいものは以下の通りである。 

　　　１位 （％） 　　　２位 （％） 　　　３位 （％）

労働力不足（量の不足） 木材・木製品製造業 12.5 対個人サービス業 9.1 食料品製造業 6.9
人材不足（質の不足） 設備工事業 50.0 機械器具製造業 35.7 総合工事業 26.7
労働力の過剰 運輸業 20.0 金属・同製品製造業 10.7 繊維工業 10.0
人件費の増大 対事業所サービス業 36.8 食料品製造業 24.1 設備工事業 21.4
取引先の海外シフトによる影響 その他の製造業 16.7 機械器具製造業 14.3 金属・同製品製造業 3.6
販売不振・受注の減少 卸売業 88.9

窯業・土石製品製造
業 87.1 繊維工業 80.0

製品開発力・販売力の不足 化学工業 41.7 卸売業 25.9 印刷・同関連業 25.0
大企業等の進出 職別工事業 14.3 印刷・同関連業 8.3 卸売業 7.4
同業他社との競争激化 職別工事業 71.4 印刷・同関連業 66.7 総合工事業 60.0
原材料・仕入品の高騰 化学工業 66.7 その他の製造業 50.0 食料品製造業 44.8
安価な輸入品の増大 繊維工業 16.7 木材・木製品製造業 12.5 機械器具製造業 7.1
製品価格（販売価格）の下落 木材・木製品製造業 50.0 食料品製造業 37.9 卸売業 37.0
納期・単価等の取引条件の厳しさ 木材・木製品製造業 49.8 職別工事業 42.9 金属・同製品製造業 35.7
金融・資金繰り難 運輸業 30.0 総合工事業 26.7 卸売業 18.5
後継者難 設備工事業 14.3 運輸業 10.0 化学工業 8.3
環境規制の強化 運輸業 20.0 その他の製造業 16.7 対事業所サービス業 10.5
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自社の経営上の強み 

 

回答事業所において自社が経営上の強みとする点についても、回答が多数であると予想される項

目を設定し、3項目以内を複数回答という方式で調査。全体で最も多く選択されたのは昨年と同様に

「顧客への納品・サービスの速さ」であり 30.3％の事業所が選択し（全国平均 30.9％）、昨年に比

べ 1.1％多く選択れた。 

また、経営状況が良いと回答した事業所に多く選択された項目は、「製品・サービスの独自性」

（40.0％）次いで「製品の品質・精度の高さ」（30.0％）・「顧客への納品・サービスの速さ」（30.0％）

となった。 

従業員規模別、業種別および経営状況別にそれぞれ多く選択された項目は以下の通り。 

 

１位 (％) ２位 (％) ３位 (％)

全国 顧客への納品・サービスの速さ 30.9 製品の品質・精度の高さ 24.2 組織の機動力・柔軟性 22.1

滋賀県 顧客への納品・サービスの速さ 30.3 組織の機動力・柔軟性 25.3 製品の品質・精度の高さ 22.9

   1～   9人 顧客への納品・サービスの速さ 38.3 組織の機動力・柔軟性 27.3 商品・サービスの質の高さ 25.8

 10～  29人 製品の品質・精度の高さ 28.0 組織の機動力・柔軟性 23.7 顧客への納品・サービスの速さ 22.9

 30～  99人 顧客への納品・サービスの速さ 28.8 製品の品質・精度の高さ 26.0 製品・サービスの独自性 23.3

100～299人 組織の機動力・柔軟性 52.4 顧客への納品・サービスの速さ 28.6 財務体質の強さ・資金調達力 他1項目 23.8

経営状況：良い 製品・サービスの独自性 40.0 製品の品質・精度の高さ　他1項目 30.0 組織の機動力・柔軟性 28.0

経営状況：不変 組織の機動力・柔軟性 28.0 製品・サービスの独自性 18.7 企業・製品のブランド力　他2項目 17.3

経営状況：悪い 顧客への納品・サービスの速さ 33.7 組織の機動力・柔軟性 24.3 製品の品質・精度の高さ 23.9

製造業全体 製品の品質・精度の高さ 34.7 顧客への納品・サービスの速さ 30.0 生産技術・生産管理能力 24.7

　食料品 生産技術・生産管理能力 37.9 製品・サービスの独自性 34.5 商品・サービスの質の高さ 31.0

　繊維･同製品 生産技術・生産管理能力 43.3 製品の品質・精度の高さ 36.7 技術力・製品開発力　他1項目 26.7

　木材･木製品 商品・サービスの質の高さ 62.5 営業力・マーケティング力 37.5 技術力・製品開発力　他3項目 25.0

　印刷･同関連 顧客への納品・サービスの速さ 58.3 製品・サービスの企画力・提案力 25.0 営業力・マーケティング力　他2項目 16.7

　窯業･土石 製品の品質・精度の高さ 41.9 生産技術・生産管理能力 29.0 企業・製品のブランド力　他3項目 22.6

　化学工業 財務体質の強さ・資金調達力　他1項目 33.3 製品（商品）・サービスの価格競争力　他1項目 25.0 生産技術・生産管理能力　他2項目 16.7

　金属･同製品 製品の品質・精度の高さ 39.3 組織の機動力・柔軟性 35.7 顧客への納品・サービスの速さ 32.1

　機械器具 組織の機動力・柔軟性 42.9 生産技術・生産管理能力 35.7 技術力・製品開発力　他1項目 28.6

　その他の製造業 顧客への納品・サービスの速さ 66.7 生産技術・生産管理能力 50.0 製品・サービスの独自性　他1項目 33.3

非製造業全体 組織の機動力・柔軟性 他1項目 30.6 商品・サービスの質の高さ 27.1 優秀な仕入先・外注先 18.8

　情報通信業 － － － － － －

　運　輸　業 商品・サービスの質の高さ 50.0 顧客への納品・サービスの速さ 40.0 優秀な仕入先・外注先　他1項目 30.0

　建設業 技術力・製品開発力 39.3 組織の機動力・柔軟性 37.5 顧客への納品・サービスの速さ 26.8

総合工事業 組織の機動力・柔軟性 37.9 技術力・製品開発力 31.0 製品の品質・精度の高さ 24.1

職別工事業 技術力・製品開発力 53.8 顧客への納品・サービスの速さ 38.5 組織の機動力・柔軟性 30.8

設備工事業 組織の機動力・柔軟性　他2項目 42.9 優秀な仕入先・外注先 28.6 財務体質の強さ・資金調達力 21.4

　卸･小売業 顧客への納品・サービスの速さ 36.5 商品・サービスの質の高さ 32.4 製品・サービスの独自性 24.3

卸売業 顧客への納品・サービスの速さ 50.0 製品・サービスの独自性 28.6 優秀な仕入先・外注先 21.4

小売業 商品・サービスの質の高さ 41.3 顧客への納品・サービスの速さ 28.3 組織の機動力・柔軟性　他2項目 21.7

　サービス業 組織の機動力・柔軟性 50.0 商品・サービスの質の高さ 30.0 製品・サービスの独自性　他1項目 20.0

対事業所サービス業 組織の機動力・柔軟性 57.9 顧客への納品・サービスの速さ　他1項目 21.1 財務体質の強さ・資金調達力 15.8

対個人サービス業 商品・サービスの質の高さ 45.5 組織の機動力・柔軟性 36.4 製品・サービスの企画力・提案力 27.6

従
業
員
規
模

 

  

（※割合が同率の場合は他の業種での選択が少ない項目順とした） 
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労働時間 
 

１． 所定労働時間 

週所定労働時間は、回答事業所全体の 86.4％が法定労働時間である 40時間以内を達成し、その割

合は昨年より 3.5％減少した(全国平均は前年比＋0.9％の 86.5％)。常時 10 人未満の労働者を使用

する卸・小売業、サービス業などの 4業種で特例措置として法定労働時間が週 44時間とされている

こともあり、製造業より非製造業に週所定労働時間が長い事業所が多いという結果が出た。一方で

従業員規模別では昨年同様に格差があり、従業員が 1～9人の事業所では 25.0％と高い割合で選択さ

れた。  

 

区分

38 時 間
以 下

38時間超
～40時間
未 満

40 時 間
40時間超
～44時間
以 下

平均
（時間）

残業を行わない
事業所の割合（%）

全国 11.4 27.2 48.0 13.5 9.8 31.3
滋賀県 13.3 30.2 42.9 13.6 8.8 35.8
滋賀県（昨年） 11.1 29.1 42.7 17.1 11.4 30.1

   1～   9人 15.8 31.7 27.5 25.0 6.7 56.8
 10～  29人 13.9 23.5 52.2 10.4 7.9 30.2
 30～  99人 8.7 40.6 47.8 2.9 12.4 14.5
100～299人 10.0 25.0 65.0 - 17.4 10.0

製造業　小計 14.4 36.3 41.9 7.5 8.9 34.8
　食料品 12.5 33.3 41.7 12.5 5.1 59.3
　繊維・同製品 17.9 57.1 21.4 3.6 8.5 51.9
　木材・木製品 12.5 37.5 25.0 25.0 9.4 37.5
　印刷・同関連 8.3 50.0 33.3 8.3 10.3 27.3
　窯業・土石 17.2 31.0 41.4 10.3 10.3 29.0
　化学工業 25.0 41.7 33.3 10.2 25.0
　金属・同製品 7.4 14.8 70.4 7.4 7.7 28.6
　機械器具 14.3 50.0 35.7 - 15.3 -
　その他の製造業 16.7 - 83.3 - 6.5 16.7
非製造業　小計 12.2 24.4 43.9 19.5 9.1 36.7
　情報通信業 - - - - - -
　運　輸　業 20.0 30.0 50.0 19.9 10.0
　建　設　業 10.9 32.7 41.8 14.5 10.2 29.3

総合工事業 13.8 37.9 41.4 6.9 12.4 20.0
職別工事業 28.6 35.7 35.7 3.1 57.1
設備工事業 16.7 25.0 50.0 8.3 13.6 21.4

　卸・小売業 12.7 16.9 42.3 28.2 5.9 54.3
卸　売　業 10.7 17.9 39.3 32.1 3.7 57.7
小　売　業 14.0 16.3 44.2 25.6 7.2 52.3

　サービス業 10.7 25.0 50.0 14.3 11.0 17.9
対事業所サービス業 11.8 17.6 58.8 11.8 11.9 23.5
対個人サービス業 9.1 36.4 36.4 18.2 9.6 9.1

事業所の労働時間

１週間の所定労働時間別事業所割合（%） 月あたりの残業時間

規
模
別
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２．残業時間 

月平均残業時間については、回答事業所全体の平均では 8.8時間となっており昨年の調査より 2.6

時間減少した。従業員規模が大きくなるにつれて所定労働時間は短くなり、平均残業時間が長くな

るという結果となった。また、製造業での平均残業時間は 8.9時間、非製造業では 9.1時間となり、

非製造業が 0.2時間上回ったがほぼ同じ結果となった。 

業種別では運輸業(月平均 19.9時間)が最も長い月平均残業時間数となり、次いで、機械器具製造

業(月平均 15.3時間)となった。月平均残業時間が昨年に比べて最も増加した業種は木材・木製品製

造業(前年比+6.38 時間)であり、一方で昨年に比べて最も減少した業種は印刷・同関連業(前年比

-6.62時間)となった。 

 

 

           ３．年次有給休暇 

従業員 1人当たりの年次有給休暇の平均付与日数について、滋賀

県では 14.65日となり、全国結果 15.16日とほぼ同水準であったが、

従業員規模では大きい事業所ほど付与日数が多く、また業種別では

非製造業よりも製造業において付与日数が多くなる結果となった。 

一方、従業員一人当たりの年次有給休暇の平均取得日数は、滋賀

県内では 5 日～10 日未満の取得が 43.5％と最も多く、次いで 5 日

未満が 26.5％となった。 

 

 

31.2

26.5

22.1

30.0

22.4

40.0

24.0

29.2

36.8

43.5

46.5

37.3

55.2

25.0

41.8

45.3

24.1

24.0

24.4

24.5

19.4

35.0

28.1

19.7

5.7

4.2

3.5

6.4

3.0

5.5

2.9

2.2

1.8

3.5

1.8

0.7

2.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

滋賀県

１～９人

１０～２９人

３０～９９人

１００～３００人

製造業

非製造業

年次有給休暇の平均取得日数

５日未満 ５～１０日未満 １０～１５日未満 １５～２０日未満 ２０日以上

 

年次有給休暇の付与日数 
(単位：日) 

全   国 15.16 

滋賀県 計 14.65 

  1～9 人 13.40 

 10～29 人 15.18 

 30～99 人 15.25 

100～300 人 15.45 

製造業 計 14.71 

非製造業計 14.58 
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従業員の教育訓練 

                      

１． 教育訓練の方法 

 教育訓練の方法については、滋賀県全体では「必要に応じたＯＪＴ」が最も多く選択され 43.1％、

続いて「事業所内での研修会・勉強会の開催」が 40.5％、「民間の各種セミナー等への派遣」30.8％

となった。全国では「事業所内での研修会・勉強会の開催」（46.2％）が最も多く選択された。業種

別でみると、製造業では事業所内での研修会・勉強会の開催」（42.6）、非製造業では「必要に応じ

たＯＪＴ」（44.8％）が最も多くなり業種で違いがみられた。「特に実施していない」と回答した事

業所は 21.4％となった。 
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い
な
い

（％） 教育訓練の方法（複数回答）

滋賀県 製造業 非製造業 全 国

 

 

２．教育訓練の目的 

 従業員の教育訓練の目的については全体では「基礎的な知識・技能・技術の習得・向上」が 84.6％

と最も多くされ、業種別にみても最も多く選択された。（製造業 85.4％、非製造業 83.8％）次いで、

製造業では「新しい機械・設備の知識・技術の習得」が 40.0%、非製造業では「礼儀作法・接客態度

などの向上」が 39.4％と続いており、業種により違いがみられた。 
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84.6

34.6

12.8

36.8

9.8

25.9
28.6

11.3

1.5

85.4

40.0

10.0

34.6

6.2

25.4
17.7

6.9
0.8

83.8

29.4

15.4

38.0

13.2

26.5

39.4

15.4

2.2

81.6

36.2

11.2

31.9

12.3

27.9 27.6

10.9

1.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

基
礎
的
な
知
識
・
技
能

・
技
術
の
習
得
・
向
上

新
し
い
機
械
・
設
備

の
知
識
・
技
術
の
習
得

新
規
事
業
に
関
連
し
た

知
識
・技
術
の
習
得

商
品
知
識
の
向
上

マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
・販
売

技
術
の
習
得
・向
上

管
理
能
力
の
向
上

礼
儀
作
法
・接
客

態
度
な
ど
の
向
上

幅
広
い
教
養
の
修
得

そ
の
他

（％） 職業訓練の目的（複数回答）

滋賀県 製造業 非製造業 全国

 

３．教育訓練の対象 

教育訓練はどのような従業員を対象に行っているかとの問いについては、滋賀県全体で最も選択

されたのは「生産関係の技能者」が 41.6％となり、「中途採用社員」が 40.8％、「管理・監督者」39.7％

と続いた。業種別でみると製造業では「生産関係の技能者」が 65.9％となり半数を超え高い割合と

おなり、非製造業については「管理・監督者」45.9％となった。 

30.2

40.8

39.7

24.8

23.7

20.6

41.6

17.6

6.1

31.8

39.5

33.3

18.6

15.5

22.5

65.9

15.5

6.2

28.6

42.1

45.9

30.8

31.6

18.8

18.0

19.5

6.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

新卒社員

中途採用社員

管理・監督者

事務関係社員

営業サービス関係社員

研究・技術関係社員

生産関係の技能者

パートタイマー

その他

（％）

教育訓練の対象（複数回答）

滋賀県 製造業 非製造業

 

 

４．自己啓発の支援措置 

従業員の自己啓発の支援措置については全体では「資格取得者への手当・報奨金の支給」32.1％、

「学費やセミナー受講料等の金銭的援助」25.6％と続いた。一方、「特に支援はしていない」は 36.0％

となり全体でみると最も高い割合となった。全国では「学費やセミナー受講料等の金銭的援助」

（32.5％）が最も高い割合となっている。 
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32.5

36.1

6.1

19.0

6.3

10.7

16.8

0.5

31.6

25.6

32.1

3.9

21.1

6.8

10.1

14.9

0.3

36.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

学費やセミナー受講料

等の金銭的援助

資格取得者への

手当・報奨金の支給

有給教育訓練

休暇の付与

就業時間の配慮

自主的な研究会等の

実施に対する援助

管理者による

自己啓発の奨励

研修、通信教育、図書等

に関する情報提供

その他

特に支援はしていない

（％）

自己啓発の支援措置（複数回答）

全 国 滋賀県 計
 

             ５．教育訓練上の問題 

 教育訓練上の問題としては「特に問題はない」が最も多く 37.7％となり、「対象従業員の時間的余

裕がない」が 35.6％、「教育訓練の成果が明確でない」が 17.2％と続いた。 

 

13.1

35.6

12.5

8.3

13.6
17.2

7.1

0.6

37.7

11.4

30.5

15.6

8.4

11.4

18.6

7.2

0.6

39.5

14.7

40.6

9.4
8.2

15.9 15.9

7.1

0.6

35.9

18.0

35.7

11.8
9.5

14.0

20.8

8.0

0.9

30.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

費
用
に
見
合
っ
た

効
果
が
上
が
ら
な
い

対
象
従
業
員
の

時
間
的
余
裕
が
な
い

訓
練
担
当
者
の

時
間
的
余
裕
が
な
い

教
育
訓
練
に
関
す
る

給
付
金
が
利
用
し
に
く
い

業
務
に
あ
っ
た

内
容
の
も
の
が
少
な
い

教
育
訓
練
の

成
果
が
明
確
で
な
い

教
育
訓
練
を
し
て
も

従
業
員
が
定
着
し
な
い

そ
の
他

特
に
問
題
は
な
い

（％）

教育訓練実施上の問題（複数回答）

滋賀県 製造業 非製造業 全国
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人員削減

を伴う雇用
調整を

行った

16.1%人員削減

を伴う雇用

調整を

行っていな

い
83.9%

雇用調整実施の有無

雇用調整（労働力の調整） 

 

1. 雇用調整実施の有無 

平成 20年 7月１日以降平成 21年 7月１日

までの間に従業員の削減を伴う雇用調整実施

の有無について全体では「人員削減を伴う雇

用調整を行った」16.1％となり、「人員削減を

伴う雇用調整を行っていない」が 83.9％とな

った。規模別では 1～9人の事業所では 7.7％

であったが 100人以上の事業所では 38.1％と

なり規模が大きくなるほど雇用調整を行って

いる結果となった。 

 

 

２．人員削減の方法 

人員削減を伴う雇用調整を行った事業所の中で削減

の方法について最も選択されたのは「契約・臨時社員、

パートタイマーの雇い止め」39.6％となり、「退職者の

不補充」34.0％、「正社員の解雇」30.2％と続いた。全

国では「退職者の不補充」が最も多く選択され、40.7％

となった。 

 

 

 

３．雇用維持の取り組み 

雇用維持の取り組みについては過半数以上の事業所が「行っていない」（52.2％）と回答しており、

続いて「残業規制」17.4％、「休日の増加」17.1％と続いた。 

17.4

8.6

8.8

17.1

5.9

2.1

7.1

6.5

13.3

0.3

52.2

23.8

6.5

16.1

20.2

7.1

1.2

8.9

7.7

10.1

46.4

11.1

10.5

1.8

14.0

4.7

2.9

5.3

5.3

16.4

0.6

57.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

残業規制

所定労働時間の短縮

一時帰休（一時休業）

休日の増加

配置転換

他企業への出向

中途採用の削減・中止

新規学卒者の採用削減・中止

賃金・手当の引き下げ

その他

行っていない

（％）

雇用維持の取り組み（複数回答）

滋賀県 製造業 非製造業

  

人員削除の方法（複数回答） 

 滋賀県 全 国 

退職者の不補充 34.0％ 40.7％ 

希望退職者の募集 13.2％ 11.1％ 

正社員の解雇 30.2％ 32.5％ 

契約・臨時社員、 

パートタイマーの雇い止め 

 

39.6％ 

 

31.3％ 

派遣契約の解除 15.1％ 16.5％ 

その他 － 4.0％ 
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雇用調整

助成金

2.9%
中小企業

緊急雇用

安定助成

金

10.9%利用して

いない

86.2%

この1年以内の雇用調整助成金等の

利用の有無

４．雇用維持を図った理由 

雇用維持を図った理由としては「必要な人材を確保しておくため」（54.4％）が最も多く選択され、

その中でも非製造業においては 60．3％と高い割合となった。 

20.3

54.4

13.9

22.8

48.7

6.3

18.4

1.3

22.2

50.0

11.1

26.7

50.0

5.6

16.7

1.1

17.6

60.3

17.6 17.6

47.1

7.4

20.6

1.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

販
売
・
受
注
量
の
増
加
時

へ
の
対
応
の
た
め

必
要
な
人
材
を

確
保
し
て
お
く
た
め

新
た
に
採
用
す
る

こ
と
が
困
難
な
た
め

従
業
員
の
士
気
の

低
下
を
防
ぐ
た
め

企
業
の
責
任
と
し
て

雇
用
を
守
る
た
め

法
規
制
で
解
雇
は

実
質
的
に
困
難
な
た
め

人
員
削
減
を
行
う
ま
で
の

状
況
で
な
い
た
め

そ
の
他

（％） 雇用維持を図った理由（複数回答）

滋賀県 製造業 非製造業

 

 

 

５．この１年以内の雇用調整助成金等の 

利用の有無 

この１年以内の雇用調整助成金等の利用の有

無については「利用していない」86.2％となり、

次に「中小企業緊急雇用安定助成金」が 10.9％、

「雇用調整助成金」が 2.9％となった。 

 

 

６．雇用調整助成金の対象となった措置 

雇用調整助成金の対象となった措置については、「従業員の休業」が 95.7％となり最も多く選択さ

れ、「事業所内での教育訓練」が 17.4％、「残業時間の削減」が 9.0％と続いた。 

95.7

17.4

8.7

6.5

8.7

97.5

20.0

7.5

5.0

7.5

83.3

16.7

16.7

16.7

95.0

27.6

10.5

5.8

0.7

11.0

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

従業員の休業

事業所内での教育訓練

外部訓練機関への派遣

事業主団体等での委託訓練

他の事業所への出向

残業時間の削減

（％）

雇用調整助成金の対象となった措置（複数回答）

滋賀県 製造業 非製造業 全 国
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７．雇用調整助成金の利用上の障害 

 雇用調整助成金利用上の障害については最も多く選択されたのは「特にない」となり、全国では

49.1％であったが、滋賀県では 58.9％となり半数を超える結果となった。次いで製造業では「書類

作成など申請手続きが煩雑である」が 20.2％、非製造業では「支給内容がわかりにくい」21.2％が

選択された。 

 

19.0

8.8

18.4

11.5

6.0
4.8 2.1

58.9

17.8

6.7

20.2
16.6

11.0

4.9 3.7

55.8

20.2

10.7

16.7

6.5

1.2
4.8

0.6

61.9

21.8

14.4

27.2

15.1

6.9

3.8 2.4

49.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

支
給
内
容
が

わ
か
り
に
く
い

支
給
要
件
が
厳
し
い

書
類
作
成
な
ど

申
請
手
続
き
が

煩
雑
で
あ
る

申
請
か
ら
受
給
ま
で

に
時
間
が
か
か
る

窓
口
が
混
雑
し
て

申
請
に
時
間
が
か
か
る

申
請
窓
口
が

わ
か
り
に
く
い

そ
の
他

特
に
な
い

（％） 雇用調整助成金の利用上の障害（複数回答）

滋賀県

製造業

非製造業

全 国
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１
　
日

２
　
日

３
　
日

４
　
日

５
日
以
上

滋賀県 2.0 2.0 14.1 33.7 48.2

１～９人 3.6 1.8 21.4 35.7 37.5

１０～２９人 1.5 2.9 14.7 33.8 47.1

３０～９９人 1.8 1.8 7.1 33.9 55.4

１００～３００人 － － 10.5 26.3 63.2

パートタイマーの１週間の平均勤務（％）

パートタイマーの活用 

１．パートタイマーの１日の最多所定労働時間 

パートタイマーの１日の最多所定労働時間については、「5時間以上 6時間未満」が最も多く 25.6％

となり、「4時間以上 5時間未満」が 24.6％、「6時間以上 7時間未満」17.1％と続いた。全国では滋

賀県と同様「５時間以上６時間未満」が 27.2％最も多く選択された。全体でみると全国平均とほぼ

同じ割合となった。 

0.8

2.8

2.5

10.4

11.1

19.8

24.6

27.2

25.6

17.9

17.1

14.6

13.6

6.5

5.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

滋賀県

１日の最多所定労働時間

２時間未満 ２時間以上３時間未満 ３時間以上４時間未満 ４時間以上５時間未満

５時間以上６時間未満 ６時間以上７時間未満 ７時間以上８時間未満 ８時間
 

 パートタイマーの１週間の平均勤務日数  

パートタイマーの１週間の平均勤務日数について

全体では「5日以上」48.2％となり、全国では 53.0％

と半数を超える高い割合となった。規模別にみると、

1～9 人の事業所では「４日」が最も多く選択され

35.7％、100人以上の事業所では「5日以上」が 63.2％

と半数以上の事業所が選択しており、規模によって

違いがみられた。 

 

２． パートタイマーの平均勤続年数 

パートタイマーの平均勤続年数については「3 年以上」が 64.3％と最も多く選択され、半数を超

える結果となった。次いで「2年以上 3年未満」が 18.6％、「1年以上 2年未満」が 10.6％となった。 

1.0

5.5

10.6

18.6

64.3

7.9

11.9

13.9

66.3

2.0

3.1

9.2

23.5

62.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0

半年未満

半年以上１年未満

１年以上２年未満

２年以上３年未満

３年以上

（％）

平均勤続年数

滋賀県 製造業 非製造業
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正社員と同

じ業務

30.8%

正社員の補

助業務

51.5%

正社員とは

違う独立した

業務

15.2%

その他

2.5%

主として行っている業務
 

３． パートタイマーが主として 

行っている業務 

パートタイマーが主として行っている業務

については「正社員の補助行」51.5％となり半

数を超え、「正社員と同じ業務」30.8％、「正社

員とは違う独立した業務」15.2％と続いた。業

種別でみても大きな違いはみられなかった。 

 

４． パートタイマー活用のための雇用管理について 

パートタイマー活用のための雇用管理については「労働条件を文書で明示している（就業規則含

む）」が 57.7％と半数を超え、次いで「年次有給休暇を取得させている」が 37.6％、「賞与を支給し

ている」36.1％となった。 

57.7

11.3
17.5 18.0 23.2

36.1

4.1

37.6

9.8
23.2 19.1

1.5

58.4

10.6 14.6 17.0 21.3
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手
当
を
支
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て
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る

賞
与
を
支
給
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る

退
職
金
制
度
を

設
け
て
い
る

年
次
有
給
休
暇
を

取
得
さ
せ
て
い
る

育
児
休
業
・
介
護
休
業

を
取
得
さ
せ
て
い
る

職
務
等
に
応
じ
て

正
社
員
と
同
じ

教
育
訓
練
を
し
て
い
る

福
利
厚
生
施
設

を
利
用
さ
せ
て
い
る

そ
の
他

（％） パートタイマー活用のための雇用管理（複数回答）

滋賀県 全 国

 

 

５． パートタイマー活用上の課題 

パートタイマー活用上の課題としては、最も多く選択されたのは「必要な経験・知識・技能を有

する人を集めるのが難しい」40.3％となり、「所得税の非課税限度額等の関係で就業調整が行われる」

38.4％、「業務の繁閑とパートタイマーの都合が合致しない」30.2％と続いた。 

40.3

30.2
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新規学卒者の採用 

 
 

１．新規学卒者の初任給額（単純平均）と充足率 

新規学卒者を採用した事業所において平成 21 年 6 月に支給された所定内給与(通勤手当を除く）

を調査して、単純平均で算出した。  

高校卒の初任給は技術系職が 156,730円（昨年 162,452円）、事務系職が 144,204円（昨年 156,876

円）となり、採用については事務系職が 10 人に対し技術系職の採用が 24 人と昨年同様に多い。昨

年の採用は事務系職 29人、技術系職 41人。 

専門学校卒の初任給は技術系職が 177,500 円（昨年 186,686円）。短大及び高専卒の初任給は技術

系職が 186,800 円（昨年 171,533 円）、事務系職が 180,988 円（昨年 167,283 円）。大学卒の初任給

は技術系職が 188,379 円（昨年 192,167 円）、事務系職が 182,094 円（昨年 181,433 円）。全体的に

見ると専門学校卒の技術系、大学卒技術系以外の項目は昨年度より上回る結果となった。 

新規学卒者の採用計画に対する充足状況については、一部を除いて採用計画人数を若干下回る充

足となっている。また、採用実績人数については、昨年より採用人数が減少する結果となった。 

（単位：円）
区分

技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系 技術系 事務系

全国　計 155,541 152,423 167,668 164,385 172,196 165,968 192,272 187,802
滋賀県　計 156,730 144,204 177,500 186,800 180,988 188,379 182,094

  1～    9人 150,000 -
 10～  29人 165,000 196,975 - -
 30～  99人 157,471 138,408 183,750 194,067 165,000 195,730 180,975
100～299人 155,000 150,000 165,000 176,667 184,333

製造業　小計 156,730 155,605 171,250 165,000 165,000 186,286 183,888
　食料品 - - - - - - -
　繊維・同製品 158,000 - 175,000 - 165,000 187,000 -
　木材・木製品 150,650 - - - - - 181,300
　印刷・同関連 151,000 150,000 185,000 - - 155,000 166,000
　窯業・土石 138,000 - - - - - -
　化学工業 157,000 - - 165,000 - 188,500 -
　金属・同製品 172,000 166,815 150,000 - - 200,000 194,125
　機械器具 - 150,000 - 165,000 - 192,500 -
　その他の製造業 160,000 - - - - - -
非製造業　小計 110,000 190,000 208,600 196,975 190,471 180,660
　情報通信業 - - - - -
　運　輸　業 - - 196,975 - -
　建　設　業 207,000 207,000 - 198,075 185,650

総合工事業 207,000 207,000 - 197,333 190,000
職別工事業 - - - - -
設備工事業 - - - 200,300 181,300

　卸・小売業 173,000 210,200 - 180,333 177,333
　卸　売　業 - - - 201,000 177,333
　小　売　業 173,000 210,200 - 170,000 -

　サービス業 110,000 - - - - -
対事業所サービス業 110,000 - - - - -
対個人サービス業 - - - - -

12 4 6 5 2 16 9
42 10 9 8 4 26 26
24 10 8 6 4 20 24

81.0 100.0 88.9 75.0 100.0 76.9 92.3

採用事業所数

採用計画人数（人）

採用実績人数（人）

充足率（％）

新規学卒者の初任給額（単純平均）と採用充足状況

高校卒 専門学校卒 短大・高専卒 大学卒

規
模
別
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２．平成 22年 3月新規学卒者の採用計画 

平成 22 年 3 月新規学卒者の採用計画は有効回答があった 330 事業所のうち、10.6％の 35 事業所

が「採用の計画がある」と回答し、採用予定人数の合計は 48人となった（昨年 100人）。 

「採用の計画がある」と回答した割合は昨年度の調査より 8.5％減少しており（昨年 19.1％）、予定

人数も 52人減少した。48人の採用予定人数のうち、業種別にみると製造業は 29人、非製造業は 19

人となっている。 

 

ある

10.6%

ない

70.9%

未定

18.5%

平成22年3月新規学卒者の

採用計画がある事業所数
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賃金改定 
 

１．賃金改定実施状況 

賃金改定については有効回答のあった 339 事業所のうち、22.7％の事業所で賃金の引き上げが実

施され、昨年の 34.9％から 12.2％減少した。(全国平均値：22.6％) 一方で、賃金を引き下げたと

する事業所は昨年度調査の 2.0％から 8.6％へと増加する結果となった。 

規模別では昨年と同様に規模が大きい事業所において賃金の引き上げが行われている割合が高く、

小規模の事業所については「未定」の回答が多く 51.2％となり半数を超える結果となった。業種別

では、非製造業よりも製造業において「引き上げた」と回答割合が多く、中でも科学工業は割合が

高くなり 45.5％となった。一方で非製造業では、「今年は実施しない（凍結）」と「未定」において

割合が高くなった。 

 

(％)
区分

引き上げた 引き下げた
今年は実施し

ない
（凍結）

７月以降
引き上げる

予定

７月以降
引き下げる

予定
未　定

22.6 7.0 24.4 3.9 2.0 40.1
22.7 8.6 25.4 2.7 1.8 38.9
34.9 2.0 34.4 5.6 1.1 22.0

  1～   9人 15.5 4.7 27.1 1.6 51.2
 10～  29人 17.2 9.5 26.7 2.6 3.4 40.5
 30～  99人 37.0 13.7 24.7 2.7 1.4 20.5
100～299人 47.6 9.5 9.5 9.5 4.8 19.0

製造業　小計 25.0 4.8 28.0 3.0 1.2 38.1
　食料品 20.7 20.7 58.6
　繊維・同製品 20.0 3.3 40.0 3.3 33.3
　木材・木製品 25.0 25.0 50.0
　印刷・同関連 16.7 8.3 50.0 25.0
　窯業・土石 30.0 10.0 16.7 3.3 3.3 36.7
　化学工業 45.5 9.1 27.3 18.2
　金属・同製品 25.0 25.0 7.1 42.9
　機械器具 21.4 14.3 35.7 7.1 21.4
　その他の製造業 33.3 16.7 16.7 33.3
非製造業　小計 20.5 12.3 22.8 2.3 2.3 39.8
　情報通信業

　運　輸　業 30.0 20.0 10.0 40.0
　建　設　業 20.7 15.5 22.4 3.4 37.9

総合工事業 13.3 23.3 20.0 6.7 36.7
職別工事業 14.3 7.1 28.6 50.0
設備工事業 42.9 7.1 21.4 28.6

　卸・小売業 20.5 8.2 24.7 1.4 1.4 43.8
　卸　売　業 22.2 7.4 37.0 3.7 29.6
　小　売　業 19.6 8.7 17.4 2.2 52.2

　サービス業 26.7 10.0 20.0 10.0 33.3
対事業所サービス業 26.3 15.8 15.8 5.3 36.8
対個人サービス業 27.3 27.3 18.2 27.3

賃金改定実施状況

全国　計

滋賀県　計

滋賀県　計(昨年)

規
模
別
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２．平均改定額と平均改定率 

平成 21年 1月 1日から 7月 1日までの間に賃金改定を実施した事業所において回答された、常用

労働者の改定後平均賃金は 265,414円となり（全国 245,962円）、平均改定額は単純平均での算出で

-1,282 円（全国平均-534 円）、改定率は-0.48％（全国平均-0.22％）と、滋賀県、全国ともにマイ

ナスになる結果となった。 

業種別で最も平均改定額が高かったのは食料品製造業で 6,639 円（改定率 2.71％）で、続いて小

売業 5,869 円（改定率 2.62％）、金属・同製品製造業 3,973 円（改定率 1.53％）となった。規模別

にみると、賃金の引下げを含めた集計と引き上げのみの集計との平均改定額の差が事業所の規模が

小さくなるほど大きくなる傾向がある。 

 

 

区分
改定後の平
均賃金額

（円）

平均改定
額（円）

改定率
（％）

平均改定
額（円）

改定率
（％）

平均改定
額（円）

改定率
（％）

平均改定
額（円）

改定率
（％）

全国　計 245,962 -534 -0.22 4,256 1.72 5,589 2.29 6,393 2.58
滋賀県　計 265,414 -1,282 -0.48 4,951 1.91 6,856 2.71 6,797 2.62

　 1～   9人 257,969 -377 -0.15 7,109 2.77 9,636 4.24 10,072 3.93
 10～  29人 276,449 -3,498 -1.25 5,577 2.15 6,226 2.35 7,841 3.04
 30～  99人 260,470 -1,258 -0.48 2,799 1.04 4,995 1.95 4,334 1.63
100～299人 262,921 4,298 1.66 4,267 1.74 6,475 2.38 4,969 1.99

製造業　小計 259,340 243 0.09 4,055 1.57 5,150 2.06 5,566 2.18
　食料品 251,744 6,639 2.71 6,059 2.40 7,967 3.38 8,331 3.29
　繊維・同製品 215,629 1,430 0.67 2,697 1.23 6,759 2.97 2,997 1.38
　木材・木製品 295,202 1,133 0.39 2,962 1.06 3,400 1.39 5,923 2.17
　印刷・同関連 252,602 -6,000 -2.32 2,834 1.19 3,000 1.23 4,252 1.75
　窯業・土石 298,895 603 0.20 4,870 1.70 4,999 1.78 9,417 3.34
　化学工業 258,996 2,027 0.79 3,968 1.58 2,837 1.10 3,968 1.58
　金属・同製品 261,324 3,937 1.53 3,535 1.39 5,250 1.98 5,303 2.16
　機械器具 264,573 -9,613 -3.51 3,500 1.37 1,955 0.87 3,500 1.37
　その他の製造業 217,236 1,925 0.89 3,781 1.36 3,850 2.49 4,412 1.56
非製造業　小計 271,295 -2,759 -1.01 6,130 2.34 8,916 3.49 8,430 3.20
　情報通信業 - - - 4,000 2 - - 4,000 2
　運　輸　業 214,219 -10,826 -4.81 2,353 0.89 - - 2,824 1.04
　建　設　業 299,630 -6,614 -2.16 7,543 2.75 6,284 2.24 11,201 4.16

総合工事業 311,242 -11,230 -3.48 497 0.19 2,083 0.59 6,692 2.74
職別工事業 317,096 -2,858 -0.89 13,215 4.53 8,750 3.15 13,215 4.53
設備工事業 262,257 -2,457 -0.93 11,740 4.24 8,200 3.60 13,696 5.02

　卸・小売業 248,481 1,692 0.69 5,944 2.33 12,459 5.29 8,685 3.29
　卸　売　業 278,408 -5,095 -1.80 3,971 1.38 7,849 2.87 5,957 1.90
　小　売　業 230,065 5,869 2.62 7,558 3.32 15,341 7.23 10,730 4.75

　サービス業 264,649 -380 -0.14 5,806 2.34 5,722 2.19 5,806 2.34
対事業所サービス業 275,714 -2,364 -0.85 5,431 2.30 7,113 2.56 5,431 2.30
対個人サービス業 251,740 1,934 0.77 6,182 2.37 3,868 1.61 6,182 2.37

経営状況：良い 247,790 2,024 0.82 6,748 2.79 3,036 1.22 6,748 2.79
経営状況：不変 262,389 4,151 1.61 5,455 2.16 8,775 3.54 6,384 2.50
経営状況：悪い 266,893 -3,025 -1.12 4,341 1.62 6,187 2.42 7,179 2.71

単純平均で算出した平均改定額と改定率

平成２１年度（減給含む）
平成２０年度
（減給含む）

平成２１年度
（昇給のみ）

平成２０年度
（昇給のみ）

規
模
別

 


